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＜巻頭 言＞

眼科医の猛省をうながす

松井新 二郎

身体障害者のリハ ピリ テーンョ ンは、病床から狐場までのかけ糊であるといわれ

ているo要するに位ぎ害者の残っ ている能力を籾神的にも肉体的にも最大限に開発し、

社会的、恥業的に自立させるきわめて能勅的な援助作業である。そして、その活勅

体系には医僚的、心理的、社会的、l訊i淀的なものがあるが、これらはそれぞれ専門

的分野のものがリ ハビリ テージョン ・チームを組み、個々人の障害者に一貫して行

なわなければならない｀いう までもなく 、 リハピリテーンョンは障害者を中心とし

て、その個々のニー ドにみピづき諒別的にプログラムが組まれ、その活動が実践され

ねばならない＂ 「失われたものを数える よりも残されたものを数えよう」 という言

莱があるが、この言栄こそリハピリ テーシ＇ョン を如実に物語るものである。近年、わ

が国の身体障害者のネ秘祉は、このリハピ リテージ ョンの理念とその実践活動が導入

され、急激に伸殷 したことは喜ば しいことで あるっ

しか しなから、 リハビ リテーンョンといえば、 身体諒害者の中でもほとんどが肢

体不自由者等にかた より、 祝党瞑．r:者の福祉の体系の中にこれが私極的に導入され

ていないことはまことに追憾である o 1968年、わが国で開催された汎太平洋 リハ

ビリテーンョン会議の固頭、会長の挨拶の中に、 リハビ リテーションの歴史を遡れ

ば盲人の点字説みにはじま ったといわれたが、 この会品の多数の参加者の中に祝党

拇，碍害者関係の出席者は僅か 2、 3名であり、もちろんテーマの中にも祝党障害者の

リハピリテーンョンについては何も見当たらなかったo 今年度再び日本において開

催された同会議において も、盲人の職業問題が一つのテーマとして取り上げられた

に過ぎなかったo 祝党の障害は機能節害と異なり／影む障害であるため、困難性はあ

るに しても リハ ピリテーンョンの活動体系を速やかに導入し、 祝党障害者の福祉の

増進を図る ことが痛感 されている。

たちお くれた祝覚賠害者の リハピリ テーンョンを速やかにその軌道にのせるため ，

には、なんといっても眼科医療の問題を考えなければならないo 前にのぺたよう に、
＇ノ
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リハピリテーシ ョンは病床からはじめなければならない こと はいうまでもないo

しかるに現状は、眼科臨床と更生指導の問にあまりにも大きな空白がある n この

空白によっ て祝党障召者の リハピリテーンョンは分断を余俄なくされているn 昭和

43年 から 3カ年間、国立東京祝刀賄宕センターに入所したもの 221名の入所当

初の調査によれば、病院ゃ医院を廻っ た回数は少ないもので1カ所 (15. 0 %)、

多いもので 10カ所以上であり、 3カ所 (l9. 0 % )が一番多い。

「センターを知っ たのはどこか」の渦査については、医療俄I匁が25. 9%、 その

他福祉事務所 ・テレ ピ・ ラジオ竿 74. I %。

入所した時期の問埠については「適当だった」 51. 7％で、 「おそすぎた」 もの

が48. 3%、 それか ら入所ま でに「自殺を考えたか」の問いに対 しては、考えたも

のが51%、考えなかったものが49％である。 この数字が物語るよ うに、眼科医

は治療の段階において祝力快役の見込みのないことがわか っていて も、それを底告

するのにためらいがちであり、 そのため脆害に対する受容が出来ず、不安と苫しみ

を抱きながら多くの眼科医を迅歴 し、貸煎な時を無為に過ごしたのちに更生施，投に

入所するものが決して少なくないことがわかるo 患者にとって は、祝力快復の見込

みがないことが判明した時点において眼科医からその事実が伝えられ、時を移さず

更生への指導が開始されたなら、本人はもちろん、家族にとっても徒らに苦しむ期

間は短く 、籾神的 ・経済的 ，社会的に森むる損失は睡波されるのである o 要するに

祝力の決復の見込みのないものを発見 し、 失明宜告を出来るのは医師のみである＾

したがって眼科医が眼科治療のみにと どまらず、更生指導乃至は教育の扱関と密接

に連絡し、 患者の指導に配慮が行なわれた時、はじめてその空白が埋められること

となるっ

盲幼児の早期発見と早期指導にして も、また中途失明者の早期更生指導にしても、

眼科医師と指導関係者との、より秋極的なアプローチが問題解決の鎚であるo

現在、わが国においては必要性が叫ばれていながら、眼科 リハピリテーンョン病

院も、また視党障害者の総合的リハピリテーンョン・ センターも皆無に等 しいo

昭和40年4月から順天堂大学病院内に眼科リハピリテーンョン・ クリニック・

センターが設置され、 眼科医師、カウンセラー、ケース・ワーカー、オーソプチス

トがチームとなり、 籾密な眼科検査の結果とその他の調査を基として、 祝力の快復

の見込みのないものにはその兵実を伝え、 障害の受容を図るための心理的指導、将
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来への方向づけ、祝党障害者の情報提供、関係機関との連絡、紹介ならびに日常生

活の払礎指涛等を、零投児か ら老人までを対象にして、医療と併行 し、本人並びに

その家族に臨床指導を行ない、その成果をあげている。

しかしながら、

的努力に よって、

この規伐lも残念ながら未だ全国唯一のものである。 関係者の秋極

これら熙関が一i:Iも早 く数多く設骰されることを招んでやまない。

（頂者は国立東京祝力障害 ・センター相談室長 ）
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立ち読み版はここまでとなっております。

続きをお読みになりたい場合には

社会福祉法人 視覚障害者支援総合センター

までお問い合わせください。
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